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八市高支福第 978号 

令和５年８月 23日 

 

各 位 

 

八代市高齢者支援課長  

 

八代市における成年後見に係る通知送付先一括変更の受付について（お知らせ） 

 

 日頃より、本市の高齢福祉及び障がい福祉行政の推進にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上

げます。 

 この度、本市から送付される成年被後見人・被保佐人・被補助人（以下「成年被後見人等」とい

う。）への郵便物等の宛先を、成年後見人・代理権のある保佐人または補助人（以下「成年後見人

等」という。）へ変更することに関して、下記の業務について一括して届出ができることとしまし

たのでお知らせいたします。 

記 

１．運用開始日 

令和５年９月１日 

 

２．対象となる業務 

（１）市税に関すること 

（２）障害者保健福祉に関すること 

（３）介護保険に関すること 

（４）養護老人ホームに関すること 

（５）生活保護に関すること 

（６）国民健康保険に関すること 

（７）後期高齢者医療に関すること 

（８）市営住宅に関すること 

（９）下水道使用料に関すること 

（10）水道料金、簡易水道料金に関すること 

 

※各業務における対象となる通知及び所管課、問合せ先は、別表（P３）に記載していますのでご参照ください。

成年被後見人等がどの業務に該当するか不明な場合は、事前に各業務所管課へお問合せください。 

 

３．必要書類 

□成年後見人等への通知送付先登録届（第１号様式） 

 ※成年後見人等が変更した場合に、後任が「登録届（変更）」を提出すれば、前任の届出は不要です。 

（添付書類） 

□登記事項証明書（発行日より３か月以内のもの） 

※登記事項証明書の取得が可能となる前に登録を希望される場合は、登記事項証明書の代わりに審判書謄

本と審判確定証明書を添付してください。 

※廃止の届出の場合は登記事項証明書の提出は不要です。 

□代理行為目録（保佐、補助の場合） 

□送付先が事務所等の場合、所在地がわかるもの（名刺、パンフレットなど） 

□窓口に来た人の身分証明書（運転免許証、パスポートなど本人確認できるもの） 

□委任状（窓口に来た人が成年後見人等（届出人）と異なる場合は、様式第１号内にある委任

状欄への記入が必要） 

※法人後見の場合は職員証等をお持ちください。  
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４．提出先 

下記窓口のいずれかの所管課に持参してご提出ください。 

八代市役所 本庁（八代市松江城町１－25） 

１階 障がい者支援課（２番）  高齢者支援課（３番）  介護保険課（４番） 

国保ねんきん課（７番） 

２階 市民税課（13番）     資産税課（14番）    生活援護課（15番） 

５階 住宅課          下水道総務課      水道局 

※かっこ内は、窓口番号です。 

※支所での受付は承っておりません。必ず、本庁内いずれかの所管課窓口にご提出ください。 

 

５．注意事項 

（１）届出をしても、年齢未到達等の理由により届出時点でその業務に該当しなかった場合は、送

付先が変更されないことがあります。その場合は、該当した時点で改めて届出をお願いしま

す。該当した時点で自動的に送付先変更を行うものではありませんので、ご注意ください。 

（２）届出の内容によっては、所管課から問合せをする場合があります。 

（３）この届出は、あくまで市の特定の事業に関する通知の送付先を変更するものに過ぎず、成年

後見人等が成年被成年後見人等に関する市の手続きの全てを代理できるようになるわけで

はありません。 

（４）成年後見人等の転居で送付先が変更になった場合などは、その旨の届出（変更）をお願いし

ます。 

（５）変更の届出の場合、以前にチェックされた送付先変更希望項目と異なる場合は、最新の届出

内容で登録を行いますので、チェック漏れがないように記載をお願いします。 

（６）届出をした日から、実際に送付先の変更が完了するまでに数日かかることがあります。その

場合、変更前の住所等に通知が送付されることがありますので、ご了承ください。 

（７）この様式や添付書類等は、今後変更となる場合がありますので、最新の情報をご確認くださ

い。 

（８）未成年後見に関しては、この登録届の対象となりません。 

 

６．この取組全般に関する問合せ先 

八代市役所 健康福祉部 高齢者支援課 

電 話：０９６５－３３－４４３６ 

ＦＡＸ：０９６５－３３－８９８３ 

 

なお、本通知及び登録届様式については、令和５年９月１日以降に市ホームページに掲載します。

ダウンロードしてご使用ください。 

  

【問合せ先】 

八代市役所 健康福祉部 

高齢者支援課 窪田、片山 

 電話：０９６５－３３－４４３６ 
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（別表） 

令和５年度 対象となる通知及び所管課一覧 

 

項目 通知種別 所管課 

市税 市県民税 

軽自動車税 

固定資産税 

市民税課（13 番窓口） 

電話：33-4107 

資産税課（14 番窓口） 

電話：33-4108 

障害者保健福祉 障害保健福祉事業関係 障がい者支援課（２番窓口） 

電話：33-5110 

電話：35-0294 

介護保険 資格関係 

認定関係 

賦課関係 

収納関係 

給付関係 

介護保険課（４番窓口） 

電話：32-1175 

電話：33-4145 

電話：33-4438 

養護老人ホーム 老人福祉法の措置関係 高齢者支援課（３番窓口） 

電話：33-4436 

生活保護 生活保護事業関係 生活援護課（15 番窓口） 

電話：33-8722 

国民健康保険 資格関係 

賦課関係 

収納関係 

給付関係 

国保ねんきん課（７番窓口） 

電話：33-4105 

電話：33-4113 

電話：33-4490 

電話：33-4113 後期高齢者医療 資格関係 

賦課関係 

収納関係 

給付関係 

市営住宅 市営住宅関係 住宅課 

電話：33‐4122 

下水道使用料 下水道料金関係 

農業集落排水・公共浄化槽 

下水道受益者負担金・分担金関係 

下水道総務課 

電話：33-4147 

水道料金 

簡易水道料金 

水道料金関係 

簡易水道料金関係 

水道局 

電話：33-1868 

 


